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す
。

❶
父
母
が
婚
姻
を
解
消

し
た
児
童
❷
父
ま
た
は
母
が
死
亡

し
た
児
童
❸
父
ま
た
は
母
が
政
令

別
表
２
に
定
め
る
程
度
の
障
害
が

あ
る
児
童
❹
父
ま
た
は
母
の
生
死

が
明
ら
か
で
な
い
児
童
❺
父
ま
た

は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童
❻
父
ま
た
は

母
が
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児

童
❼
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り

引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童
❽
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な

い
で
懐
胎
し
た
児
童
❾
そ
の
他
棄

児
な
ど
の
児
童

※
❶
〜
❽
に
該
当
し
て
も
児
童

（
社
会
）
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合
や
公
的
年
金
な
ど

を
受
給
で
き
る
場
合
は
、
支
給
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

31
日
ま
で
）「
特
別
児
童
扶
養
手

当
所
得
状
況
届
」（
８
月
11
日
〜

９
月
10
日
ま
で
）
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
け
出
を
し

な
い
と
、
手
当
が
差
し
止
め
ら
れ

た
り
、
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た

り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
個
別
に
案
内
を

し
ま
す
の
で
、
受
け
付
け
日
時
な

ど
を
確
認
し
て
期
間
内
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

に
該
当
し
て
い
る
場
合
に
は
、
福

祉
事
務
所
か
ら
届
け
出
の
詳
細
に

つ
い
て
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

❶
す
で
に
就
業
し
て
い
る
受
給
者

❷
現
在
、
求
職
活
動
を
し
て
い
る

受
給
者
❸
一
定
以
上
の
障
が
い
を

も
っ
て
い
る
た
め
、
就
業
が
困
難

な
受
給
者
❹
負
傷
や
病
気
に
よ
っ

て
、
就
業
が
困
難
な
受
給
者
❺
受

給
者
が
監
護
す
る
児
童
や
親
族

が
、
障
が
い
や
病
気
、
要
介
護
な

ど
の
状
態
に
あ
り
、
介
護
の
た
め

就
業
が
困
難
な
受
給
者

❶
現
在
就
業
し
て
い
な

い
人
で
、
就
業
が
困
難
な
要
因
が

な
く
、
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
な

い
人
❷
期
日
ま
で
届
け
出
を
提
出

し
な
い
人

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
事
務
所
子

育
て
支
援
課
（
児
童
福
祉
係
）

☎
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☎

☎
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◎

＝
父
親
や
母
親

の
い
な
い
、
ま
た
は
両
親
の
い
な

い
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る

人
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

◎

＝
心
身
に

一
定
以
上
の
障
が
い
を
持
つ
児
童

を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
父
親
や

母
親
な
ど
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で

▶

▶

　

平
成
20
年
４
月
以
降
の
児
童
扶

養
手
当
が
、
受
給
開
始
後
５
年
な

ど
を
経
過
し
た
場
合
は
、
支
給
額

が
現
在
受
給
中
の
額
の
２
分
の
１

に
減
額
さ
れ
ま
す
。（
※
８
歳
未

満
の
対
象
児
童
が
い
る
場
合
は
、

８
歳
の
誕
生
日
の
前
月
ま
で
猶
予

さ
れ
ま
す
）

　

た
だ
し
、
次
の
「
減
額
対
象
か

ら
除
か
れ
る
人
」
に
該
当
す
る
場

合
は
、
届
け
出
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
継
続
し
て
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
減
額
対
象

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
を
対
象

に
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
医
療
事

務
な
ど
の
講
座
受
講
費
用
の
一
部

支
給
な
ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
県
で
も
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

や
パ
ソ
コ
ン
の
講
習
会
の
開
催
、

修
学
資
金
の
貸
付
な
ど
を
実
施
し

て
い
ま
す
（
平
成
25
年
度
か
ら
一

部
事
業
に
つ
い
て
父
子
家
庭
も
対

象
と
な
り
ま
し
た
）。
支
援
を
希

望
す
る
際
は
、
事
前
の
相
談
や
確

認
が
必
要
で
す
の
で
、
事
前
に
お

　

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
者
は
、「
児
童
扶

養
手
当
現
況
届
」（
８
月
１
日
〜

　

75
歳
以
上
の
人
お
よ
び
65
歳
以

上
で
障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
人

に
交
付
し
て
い
る
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お

り
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
（
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
７
月
19
日
以
降
に
行
政
区
長

を
通
じ
て
配
布
し
て
い
ま
す
）。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者

証
（
緑
色
）
は
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
８
月
か
ら
医
療
機
関

な
ど
を
受
診
す
る
場
合
は
、
新
し

い
被
保
険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

◉
　

被
保
険
者
証
の
裏
面
に
は
、
臓
器
提
供

に
関
す
る
意
思
表
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
（
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
は
除

く
）
に
交
付
し
て
い
る
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効

期
限
も
、
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
配

布
と
同
じ
時
期
に
行
政
区
長
を
通

じ
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
受
給
者
証

は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

◉
　

高
齢
受
給
者
証
に
は
、「
２
割
（
平
成
26

年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
表
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
軽
減
特
例
措
置
の
延
長
に

伴
い
、
平
成
25
年
４
月
か
ら
26
年
３
月
ま

で
１
割
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
い
ま
す
。

市
民
生
活
部
国

保
年
金
課

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
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６
６

  

イベント名 ８月 地区 会場

長沼はすまつり
　（9：00～ 16：00）

１日（木）
～31日（土） 迫 長沼兵粮山公園桟橋

伊豆沼・内沼はすまつり
　（8：00～ 17：00）

1日（木）
～31日（土） 迫 登米市伊豆沼・内沼

サンクチュアリセンター近く

とよま明治村夏まつり
　（11：00～ 21：00） ３日（土） 登米 登米総合体育館前

特設会場

ふるさと花火 in 長沼
　（19：00～ 21：00） 13日（火） 迫 長沼フートピア公園

2013YOSAKOI&
　ねぷた in とよさと
　（13：00～ 21：00）

14日（水） 豊里 ＪＲ陸前豊里駅前通り

2013もっこり牛まつり
　（10：30～ 15：30） 14日（水） 南方 南方中央運動広場


